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「オープンアクセス推進事業」として

「オープンアクセス推進事業（2016年度～2021年度）は、WINDOW 構想の実現及びオー
プンサイエンスの発展に寄与するため、「京都大学オープンアクセス方針」に基づく学術
論文の収集と発信を加速するとともに、長年継続してきた貴重な学術資料のデジタルアー
カイブ化（電子化と公開）をさらに発展させ、オープンアクセス事業として推進するもの
である。」

[事業目標]

1. 学術論文等の研究成果公開の推進

2. 貴重資料デジタルアーカイブの推進

3. コンテンツの国際展開と連携

4. 研究情報の適切な管理と人材育成

5. プロジェクト体制の構築
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京都大学貴重資料デジタルアーカイブ
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システム構成
図書館業務システム

KULINE（蔵書検索）: 詳細検索
目録管理機能: 書誌メタデータ

→多くは独自形式の書誌
電子図書館機能: 表紙画像

CMS（Drupal）
書誌メタデータ（図書館システムから出力）
画像メタデータ（翻刻テキスト、英語訳等）
解説ページ（コレクション/書誌レベル）

画像サーバ（IIPImage Server）
画像（TIFF形式）

バックアップサーバ
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オープン化からの展開：研究利用との連携と可視化

１．外部データベースとの連携の取り組み

２．利用事例の可視化の取り組み

３．アクセスログ解析による利用の把握

Ref. 西岡千文. IIIF準拠・京都大学貴重資料デジタルアーカイブの利用状況:正式公開から

一周年を迎えて. 大学図書館研究 112;2019

西岡千文,永崎研宣. IIIF画像の詳細な利用状況の把握に向けたログ解析手法. じんもん

こん2018論文集 ; 2018, p.335-342
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連携－富士川文庫デジタル連携プロジェクト

•複数機関が分散所蔵す

る富士川文庫資料を

IIIFを活用して一堂に

公開
・京都大学： 4,711件

・慶應義塾大学： 782件（今後追加予定）

・東京大学： 172件

（2019年4月現在）

Ref. 西岡千文. IIIFを利用した富士川

文庫資料の再統合の試み. じんも

んこん2018論文集 ; 2018, p.291

-296
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連携－IIIF-BS(仏教研究のためのIIIFマニフェスト集)

• SAT大蔵経テキストデータベー
ス研究会が付与したIIIF-BS上
の経典番号等を京大側書誌へ取
り込み

• SAT大蔵経DB上の経典箇所へ
リンク

Ref. 永崎研宣. “IIIFの事例：IIIF-BS(仏教研究の
ためのIIIFマニフェスト集)”. 日本の文化を
デジタル世界に伝える. 樹村房, 2019, p.128
-136

永崎研宣. “IIIF Manifest for Buddhist Studi
es (IIIF-BS)”. デジタル学術空間の作り方. 文
学通信, 2019, p. 65-69
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連携－国文学研究資料館蔵書印データベース

•「国文学研究資料館蔵書

印データベース」と相互

リンク
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連携－韓国古文献の調査及び解題及び
デジタルイメージの構築事業

•韓国高麗大学校と京大人文

科学研究所が共同作成した

書誌解題を京大側の書誌へ

取り込み

•高麗大学校側の公開書誌・

画像へリンク
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可視化－公開画像を利用した研究事例等の紹介
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オープン化の前提：利用条件から考える

１．オープンアクセス推進に沿った利用条件の変更

２．利用条件変更の結果は？

３．望ましいあり方へ向けて
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利用条件変更の考え方（１）

オープン
アクセス
推進の一環
としての
資料電子化

利用申請・利用料
支払が必要

所蔵館を表示して
自由に二次利用可

学内規則改正・内規制定
（平成29年度）

京都大学附属図書館本館における
「インターネット上で公開するデジタル
データの特別利用」の条件に係る内規

京都大学図書館保管資料特別利用規則

Before After

Ref.赤澤久弥, 大村明美. 京都大学附属図書館
における貴重資料画像の二次利用自由化.
カレントアウェアネス-E 343 E2004;2018
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利用条件の考え方（２）

シンプルで
わかりやすい

１．シンプルで分かりやすい独自形式の表示

－CCライセンス等は採用せず

２．学内の所蔵館ごとの多様な条件への対応

３．原資料の所蔵館と画像改変時の明示を要請

－学術機関の提供する情報として

４．学術利用時の成果物の任意提出を要請

－研究利用実績を把握したい
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京都大学図書館保管資料特別利用規則

• 学内図書館ごとに異な
るポリシー

• 特別利用規則に新条項
(第11条)を追加

↓
学内の図書館室が自由利
用化する際には、それぞ
れ内規等を別途制定

•原資料、マイクロフィル

ム等およびデジタル画像

の二次利用に係る規程
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京都大学附属図書館本館における「インターネット上で
公開するデジタルデータの特別利用」の条件に係る内規

（趣旨）

第１条 この内規は、京都大学図書館保管資料特別利用規

則（平成１７年１月２８日総長裁定）第１１条第２項の規

定に基づき、京都大学附属図書館本館の保管する資料等の

デジタルデータのうち、インターネット上で公開するもの

を、特別利用の手続及び利用料の納付を要することなく利

用する場合の条件を定めるものとする。

（対象範囲）

第２条 京都大学図書館保管資料特別利用規則第１１条第

１項の規定に基づき、京都大学附属図書館本館の保管する

資料等のデジタルデータのうち、インターネット上で公開

し、当該データの利用に関し特段の定めを付していないも

の（以下「デジタルデータ」という。）は、特別利用の手

続及び利用料の納付は要しないものとする。

（利用条件）

第３条 デジタルデータの特別利用を行う者は、次の事項

を守らなければならない。

(1) 京都大学附属図書館本館が提供するデジタルデータであ

ることを明示すること。

(2) デジタルデータを改変した場合は、その旨を明示するこ

と。

（その他）

第４条 この内規に定めるもののほか、京都大学附属図書

館本館におけるインターネット上で公開するデジタルデー

タの特別利用に関し必要な事項については、京都大学附属

図書館長が定める。

附 則

この内規は、平成２９年１２月１日から施行する。
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利用条件を示すアイコン

• アイコンをクリックすると、

詳細な説明が表示される
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利用条件アイコンの表示例
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利用条件の案内
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利用規則改定前後の状況

●「特別利用申請」の件数

●利用規程改定後

－デジタル画像利用の成果物送付(＝利用把握

の手立て)は年10件以下

有償 うちデジタル画像 無償 うちデジタル画像

平成26年度 112 78 114 34

平成27年度 133 96 127 37

平成28年度 114 88 109 34
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望ましいあり方へ向けて（１）

●より望ましい利用条件の共有基盤の構築

－本シンポジウムのテーマ

●研究者コミュニティとの連携

－デジタルアーカイブの活用と成果の可視化

●人社系の研究成果(論文・図書等)のオープン化の促進

とデジタルアーカイブコンテンツとの相互リンク

－オープン・サイテーション
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望ましいあり方へ向けて（２）

持続可能な人文社会学の基盤構築

・利便かつ継続的なシステム
・望ましい利用条件
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デジタルアーカイブ

研究者コミュニティ

・研究成果の共有と可視化
・研究成果のオープン化


